
  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（手数料等）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

（対応）

○市町村等への技術指導援助を1,000件程度実施する。

○専門的研修等参加人員を延4,000人程度確保する。

○精神保健福祉相談に適切に対応する。

14,409 14,068 14,060

（予算案）

精神保健相談の実施 直接

専用電話による精神保健福祉に関する電話相談

　（心の電話相談員　2人×244日）

思春期相談の実施（毎週１回×50週）

合計

H25 H26

4,113

各精神保健福祉研修会等 直接 地域精神保健福祉の推進のため研修会、講座等 831 854 854

（当初）

4,113 4,113
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施策の総合的展開

６－１　健康で長生きできる地域づくり

目指す姿

現状

・保健所や市町村、学校等の関係機関に対する専門的な立場からの情報提供。（H24　技術指導・援助件数：1,238件）

・精神保健福祉業務に従事する職員等を対象とした専門的研修。（H24　教育研修：92回　参加延人数3,742人）

・地域への講師派遣や情報提供等の実施。（H24　講演会等：開催7回、人数790人　精神障害者との地域交流会：12回、人数1,903

人）

県が関与

する理由

・精神保健福祉に関する専門機関として地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、社会復帰の

促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助を行い精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図る。

県でなければ実施不可（法令等義務）

【左記の説明、根拠法令等】

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

１　保健活動の推進 実施期間 Ｓ47 ～

困難県民との協働による実施：

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

センター運営費 直接 運営事業費 8,120 8,157 8,149

精神保健福祉関係パンフレッ

ト等の作成

直接

ひきこもり支援パンフレット

アルコール依存症パンフレット　等

1,345 944

（要求）

26要求26要求26要求26要求 26予算案26予算案26予算案26予算案 成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越

14,068 14,060

合計（A) 14,387 14,409 14,068 14,060

市町村等への

技術指導援助

1,238件

(H24)

1,000件

H27

目標

補正予算

Aの

財源

1,828 1,915

当初予算 14,446 14,387 14,409

1,776 1,795

14,446

目標 成果 達成状況

1,795
専門的研修等

参加人員

延3,742人

(H24)

延4,000人

項目

H25末

（見込）

5,869 5,687 5,839 5,469 5,461

6,804 6,8046,749 6,785 6,794

23年度 24年度 25年度

H26

概　算

人件費

16.00 18.00 18.00 18.00 18.00

132,128

13,480 12,231

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点 パソコンリース料を減額

162,704 概算事業費（B（A）+C） 145,608 160,875 163,053 162,712

148,644 148,644 148,644 148,644
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区　　分（単位：千円）


